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議会改革特別委員会調査報告書 

 

１ 設置目的及び調査研究事項 

  「失われた２０年」という言葉で象徴的にあらわされるように、１９

９０年代初頭のバブル経済崩壊以降、我が国は長期的な不況にあえいで

きた。袖ケ浦市においても、この傾向は同様であり、高水準にあった市

税は減少を続け、「財政豊かな袖ケ浦市」の面影はすでになく、昨年９月

に市は「持続可能な財政構造確立のための集中的取組み」を打ち出さな

ければいけない状況となっている。 

このように、地方公共団体においては、社会状況の変化を敏感に感じ

取り、自己改革を絶えず行っていかなければならない。議会においても、

同様の努力は当然に必要であり、市議会は、どの様な改革が必要である

かを真摯に検討するため、平成２４年１２月に議会改革特別委員会を設

置し、次の事項について調査研究を行うこととしたところである。 

(1) 議会のするべき改革事項についての調査研究 

・議員定数・報酬、その他についての調査研究 

(2) 議会基本条例についての調査研究 

  



-2- 

２ 特別委員会設置の経緯 

 本市議会における議会改革の取組みについては、昭和６０年の本会議

映像の庁舎内配信から始まり、以下の項目について改革を実施してきた。 

項  目  実施時期 内     容  

本会議映像の本庁

舎内への放映 

昭和６０年 ９月 本会議の映像を本庁舎内のテレビに放映

を開始。執行部席すべてにマイクを取り付

ける。 

議 会 ホームページ

の開設 

平成１１年１０月 市のホームページの一部に議会ホームペ

ージを開設した。 

一般質問における

一問一答方式の導

入 

平成１４年 ９月 一般質問は１人１時間で再質問２回までと

いう制限を見直し、１回目の質問は登壇

し、２回目以降は質問席で一問一答方式

で行う形にした。質問時間は１人３０分以

内。 

議員定数の見直し 平成１４年１２月 議員定数を２８人から２６人に削減した。 

会議録のインターネ

ット公開 

平成１５年 ７月 平成１２年以降の会議録をインターネット

で公開し、検索できるようにした。 

議員定数の見直し 平成１６年 ９月 議員定数を２６人から２４人に削減した。 

議会だよりのホーム

ページでの公開 

平成１８年 ４月 平成１６年５月１日号以降の議会だよりを

ＰＤＦデータにし、ホームページで公開し

た。 

本 会議映像のライ

ブラリー化 

平成１８年 ６月 本会議の映像をＤＶＤに録画し、ライブラリ

ー化した。 

本会議映像の行政

センターへの配信 

平成１８年 ９月 長浦及び平川の各行政センターのテレビ

に本会議の映像を配信。その他の公共施

設（小中学校、保育所、幼稚園を除く。）

はパソコンに本会議映像の配信を開始し

た。 

本会議映像のイン

ターネット公開 

平成１８年 ９月 議事録連動型の映像検索システムを導

入し、インターネット公開を開始した。 

審議会等への議員

参画の見直し 

平成１８年１１月 法律で定められたものを除き、審議会等

の委員として議員が参画しないことを決定

した。 

議 会 ホームページ

の随時更新 

平成１９年 ６月 議会運営委員会決定後の会期日程や議

決後の結果一覧を速やかにホームページ

に掲載するようにした。 

本会議の録画映像

の配信 

平成２０年 ６月 議事録連動型の映像検索システムは議

事録が出来上がってからの公開となるた

め、録画映像配信方式に変更した。 
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議決結果一覧の賛

否概況表示 

平成２０年 ９月 議決結果一覧に全員賛成、賛成多数等

の賛否状況の概況を併記した。 

議員個人別の賛否

状況の公開 

平成２１年１２月 議案に対する議員個人別の賛否状況の

公開を開始した。 

費用弁償の見直し 平成２２年 ４月 本会議 ・委員会に出席する場合の費用

弁償の支給（定額 1,500 円 ）を取りやめ

た。 

これらを踏まえ、さらに議会改革を推し進めるため、平成２３年１２

月、議会改革のための勉強会を設置し、本市が今後、議会改革として取

り組むべき項目を洗い出すとともに、県内市議会の議会改革の取組状況

について調査した。 

平成２４年８月をもって議会改革勉強会は終了したが、議会改革に取

り組むべき必要性については、議員全員の共通認識となり、今後も検討

を続ける原動力となった。 
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３ 調査の経過 

 (1) 議会改革特別委員会の調査状況報告について 

議会改革特別委員会では、議会の基本的な理念を理解し、本市議会

が目指すべき議会の方向性を追究することが改革の前提となると考

え、平成２５年２月６日に第１回目の委員会を開催して以降、２３回

にわたり委員会を開催し、現状の把握と問題点の抽出、議会のあり方、

方向性等について議論を交わした。 

具体的な取組みとしては、「議員定数・議員報酬」、「広報・広聴」、

「議会の強化運営」及び「議会基本条例」について、問題点の絞込み

を行い、調査研究・協議を行ってきた。 

また、この間、行政視察、研修会の開催など、様々な取組みを行っ

てきた。その取組みの中で、議員間討議は試行ではあるが、各常任委

員会で実施することとなった。 

 

会議開催等の経過 

 

回 数 開 催 日 内      容 

第１回 
平成２５年 

 ２月 ６日 

（１）委員会のスケジュールについて 
  過去の議会改革の取組み内容、議会改革勉強会
(H24.1～H24.8)の経緯等を確認後、委員会の進め
方について協議し、現状の問題点の抽出、先進地
との比較を行い、具体的な進め方を検討していく
こととした。 

  また、勉強会、行政視察について、委員の意見
をもとに正副委員長で検討することとした。 

第２回 
平成２５年 

 ２月２５日 

（１）前回の会議概要について 
（２）議会の現状、課題等について 
  議会の現状を把握するため、委員が把握してい
る市民の声や委員自身の意見等を確認した。 

（３）行政視察について 

第３回 
平成２５年 

 ４月 ８日 

（１）前回の会議概要について 
（２）議会のあり方について 
  現状の議会の問題点、目指す議会の姿等につい
て協議した。 

（３）行政視察について 
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第４回 
平成２５年 

 ４月１９日 

（１）前回の会議概要について 
（２）議会改革の方向性について 
  前回の会議で出された問題点等を踏まえ、改革
の方向性について協議した。 

 
平成２５年 

 ５月１５日 

行政視察に係る勉強会 
（１）行政視察の事前調査について 
  岩手県久慈市への行政視察にあたり、視察先、
視察内容の勉強会を実施した。 

 

平成２５年 

 ５月２２日 

～２３日 

行政視察 
 岩手県久慈市において、次の事項について行政視
察を実施した。 
 ・議会改革の取組みについて 
 ・震災復興における議会の役割について 

第５回 
平成２５年 

 ７月 ３日 

（１）前回の会議概要について 
（２）行政視察報告について 
（３）今後のスケジュールについて 
  前回までの会議及び行政視察の結果を踏まえ、
今後の進め方等について協議し、講師を招聘し研
修会を実施することを決定した。また、改革の柱
となる大項目について、「議員定数・議員報酬」、
「広報・広聴」、「議会の強化運営」の３点とし、
その先に「議会基本条例の制定」を位置付けるこ
ととした。 

第６回 
平成２５年 

 ７月１８日 

（１）議会改革に係る研修について 
  講師を招聘し、研修会を実施した。 
  ・演題：これからの議会のあり方～地方分権時

代をどう生き抜くか 
  ・講師：中村 健 氏 
   (早稲田大学マニフェスト研究所次席研究員) 

第７回 
平成２５年 

 ８月 ２日 

（１）改革項目及び審議方法について 
（２）今後のスケジュールについて 
  改革項目、審議方法、今後の進め方等について
協議した。 

第８回 
平成２５年 

 ８月１９日 

（１）改革項目及び進め方について 
  改革項目ごとの審議期間、審議順位等について
協議し、審議期間については、３ヵ月ごとに、項
目ごとに審議していくこととし、審議順位につい
ては、「議会の強化運営」から行うこととした。 

第９回 
平成２５年 

１０月１１日 

（１）前回の会議概要について 
（２）改革項目の整理について 
  改革項目の抽出、進め方等について協議し、「議
会の強化運営」に係る項目について、第５回委員
会における提出項目及び議会改革勉強会時のア
ンケート項目から抽出し、次回の会議において、
扱う項目を決定することとした。 
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第 10 回 
平成２５年 

１０月２３日 

（１）議会の強化運営に係る改革項目について 
  議会の強化運営に係る項目について、事前に各
委員が順位付け（点数化）した結果をもとに、次
の項目について協議した。 
①議員間討議  ②全員協議会のあり方 
③政策提案  ④タブレット検討 
⑤政治倫理に関する条例の制定 
⑥正副議長選挙（立候補制、所信表明の導入） 

  各項目の検討の仕方、進め方について協議し、
次回会議において、上記項目①から④（タブレッ
ト検討については、「本会議場、委員会室におけ
るパソコン、説明用スクリーン・パネル等の使用」
と合わせ、「議会のＩＴ化」として扱う）につい
て、各委員が考え等を整理し、発表することとし
た。 

第 11 回 
平成２５年 

１１月１１日 

（１）議会の強化運営に係る改革項目について 
  前回選定した項目について、各委員の発表を基
に協議した。なお、政策提案については、事前に
各委員が提出した意見等の資料配布に留め、次回
に協議することとした。 

第 12 回 
平成２５年 

１２月１９日 

（１）前回の会議概要について 
（２）議会の強化・運営に係る改革項目について 
  前回の委員会に引き続き、当該項目に関して協
議した。 

第 13 回 
平成２６年 

 ２月１９日 

（１）議会改革に係る研修会について 
  講師を招聘し、研修会を実施した。 
  ・演題：議員間討議について 
  ・講師：中村 健 氏 
   (早稲田大学マニフェスト研究所次席研究員) 
（２）政策提案について 
  研修会終了後、袖ケ浦市における「政策」の概
要等について執行部から説明を受け、質疑を行っ
た。 

  その他、議員間討議について、試行で取り組む
ことを提案することとした。 

第 14 回 
平成２６年 

 ３月１３日 

（１）議員間討議の試行について 
  前回の会議において提案することが了承され
た議員間討議の試行について、今後のスケジュー
ル及び実施方法（案）について協議した。 

第 15 回 
平成２６年 

 ４月２３日 

（１）行政視察について 
（２）今後のスケジュールについて 
  視察の内容等について確認し、質問事項の取り
まとめを行うとともに、今後の日程について確認
した。 
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第 16 回 
平成２６年 

 ５月 ８日 

（１）議会改革に係る研修会について 
  講師を招聘し、研修会（ワークショップ）を実
施した。 

  ・演題：議員間討議について 
  ・講師：中村 健 氏 
   (早稲田大学マニフェスト研究所次席研究員) 

 

平成２６年 

 ５月１４日 

～１５日 

行政視察 
 熊本県上益城郡御船町において、次の事項につい
て行政視察を実施した。 
 ・議会報告会について（報告会の見学） 
 ・議会改革の取り組みについて 

第 17 回 
平成２６年 

 ５月２３日 

（１）行政視察報告について 
（２）今後のスケジュールについて 
  行政視察の総括及び今後のスケジュール（議員
定数及び報酬検討スケジュール）を確認した。 

第 18 回 
平成２６年 

 ６月２４日 

（１）議員定数・議員報酬について 
  議員定数及び報酬について、議員間討議を行っ
た。 

第 19 回 
平成２６年 

 ７月１４日 

（１）議員定数・議員報酬について 
  前回の議員間討議による論点整理を基に、議員
定数、議員報酬について協議した。 

（２）議員間討議の検証について 
  ６月定例会で試行した議員間討議について検
証し、今後も継続して試行することを議長及び議
会運営委員長に提案することとした。 

第 20 回 
平成２６年 

 ８月 １日 

（１）議員定数・議員報酬について 
  常任委員会の構成人数による定数の考え方、複
数の委員会への所属、面積・人口・財政力指数等
の他市議会との比較検討等について協議した。 

  また、報酬について、委員会としての考え方を
整理した。 

第 21 回 
平成２６年 

 ８月１１日 

（１）議会制度に係る改革の取組みについて 
  委員会及び視察等を通して取り上げてきた改
革項目（定数、報酬以外）の取りまとめについて
協議した。 

 ・議会報告会及びモニター制度について 
 ・議会のＩＴ化について 
 ・政策提言について 
 ・議員間討議について 
 ・議員の研修制度について 
 ・委員会の強化及び全員協議会のあり方について 
 ・議会基本条例及び政治倫理条例について 
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第 22 回 
平成２６年 

 ８月２１日 

（１）委員会報告の内容確認について 
  委員会報告に掲げる項目内容について協議し
た。 

 ・議員定数 
 ・議員報酬 
 ・議会報告会 
 ・議会モニター制度 
 ・議会のＩＴ化 
 ・政策提言 
 ・議員間討議 
 ・全員協議会のあり方 
 ・議員研修 
 ・議会基本条例 

第 23 回 
平成２６年 

 ９月 ５日 
（１）委員会報告書（案）について 
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４ 委員会としての結論（まとめ） 

本委員会は、議員定数、報酬その他議会のするべき改革事項及び議

会基本条例についての調査研究を設立の目的として設置された。この

目的を達成する手法として、基礎的な部分から積み重ねて、目的へ到

達するためのアプローチを続けてきた。 

これまで合計２３回にわたり委員会を開催し、委員自身の言葉を大

切にしながら言葉を紡ぎ、他市でどのような議会改革を進めているの

か理解するための視察の実施や、議会改革を筋道立てて理解するため

講師を招いて研修の実施、実際に自分たちで議員間討議を試行する、

などの活動の中でまとめた内容について、次のとおり報告するもので

ある。 

 

記  

 (1) 議員定数、報酬について 

    議員定数については、厳しい社会情勢等を背景として市民の定数

削減への要求が強くなっている一方、地方分権により地方議会の役

割は増加する中、二元代表制における議会としての役割においての

適正な定数でなければならない。議員定数の検討にあたっては、民

意を十分に反映させ審議していくために常任委員会を強化する必

要があるという視点から、主に常任委員会及び委員の適正数と本市

の現状から検討した。その結果、委員会数については、過去の設置

状況及び人口が同規模である他市の状況から現行の委員会数が妥

当であり、委員数については、審議可能な必要人数として現行の委

員数程度が適当と考えられるが、社会情勢も考慮し削減の方向とす

る結論に至った。以上のことから、議員定数については、削減の方

向で今後検討していくことが必要である。なお、少数意見として、

現状維持という意見もあった。また、検討の過程において、複数の

常任委員会への所属及び議長の常任委員会への所属について議論
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したが、複数の常任委員会への所属は現行の考え方を継続するもの

とし、議長の常任委員会への所属は具体的な定数を検討する際に合

わせて検討すべきとした。 

    議員報酬については、厳しい社会経済情勢を背景として、報酬額

の見直しに対する要求が存在する一方で、議員を職務として生活す

る場合は安易に引き下げるべきではないとする論もある。議員報酬

の検討においては、具体的な議会活動、議員活動の内容と日数等を

もとに検討するという視点はあったが、詳細な調査には及ばず、方

向性を見出すには至らなかったことから、継続して調査研究してい

くことが必要である。 

 (2) その他議会のするべき改革事項について 

  ア 議会報告広聴会 

    議会報告広聴会については、議会報告会に関する視察を行い、実

際の状況を調査した結果、議会活動に関して市民に報告するだけで

なく、市民の意見を聴く場としての役割も果たしていることを確認

した。この調査結果を踏まえ、議会報告広聴会は、議会に対する市

民の理解を深め、開かれた議会とするための方策として有効であり、

実施に向けて検討していくことが必要である。 

  イ 議会モニター制度 

    議会モニター制度については、市民からの意見を取り入れるとと

もに、議会活動を市民に知らせる伝達役、議会と市民との調整役と

しての役割も有する制度であり、開かれた議会を目指すうえで、議

会報告広聴会とともに検討していくことが必要である。 

    ※議会モニター制度は、市民から意見、要望等を聴取し、議会運営等に

反映させようとする制度であり、モニターに選ばれた市民は、会議の

傍聴と意見書の提出、議会との意見交換などを行う。 

  ウ 議会のＩＴ化 

    議会のＩＴ化については、情報の効率的な管理と運用、ペーパー
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レス化による経費の削減等を図るために、タブレット端末、説明用

スクリーン等の機器の導入について検討していくことが必要であ

る。また、議会の発信力向上を図るためにインターネットを利用し

た会議のライブ配信の検討等、議会のＩＴ化は継続的に検討してい

くことが必要である。 

  エ 政策提言 

    政策提言について、執行部の政策に対して議会として民意を反映

させていくために、早期の段階から内容を確認し審議する必要があ

る。また、議会独自の政策について、常任委員会等からの発議によ

る政策提言も検討していくことが必要である。 

  オ 議員間討議 

    議員間討議は議案等に対する理解を深め、審議の充実を図るうえ

で有効であると考えられるものであり、平成２６年６月議会定例会

において試行し、検証を行っている。その結果、同年９月議会定例

会においても継続して試行することを議長及び議会運営委員長に

提案した。今後、試行結果を更に検証し、本実施に移行していくた

めの検討をしていくことが必要である。 

  カ 全員協議会のあり方 

    全員協議会については、過去には、執行部の付議案件に対する質

疑を行っていたが、時間の制約等から廃止した経緯があり、質疑を

行う場合は、過去の経緯や対象案件を所管し審議する常任委員会と

の兼ね合い等を検討する必要がある。全員協議会のあり方の検討に

おいては、質疑を設けることについては賛否両論があり、改正自治

法に基づく法的な位置づけ、会議公開の可否と合わせて検討してい

くことが必要である。 

  キ 議員研修 

    議員研修は、議員の資質向上に関する取組みの一つとして重要な
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ものであるが、現状の研修内容は一般的な項目が多いことから、よ

り本市の問題点に即した内容を扱う研修制度を検討していくこと

が必要である。 

 (3) 議会基本条例について 

    議会基本条例については、今後も議会改革を実践していくことに

より、運用面などの検証を行いながら、議会倫理条例も含め、条例

の制定に向け、継続して調査研究していくことが必要である。 

 

   終わりに、今回の委員会活動の中で、委員に等しく認識されていた

ことのひとつには、「議会の活動が市民に伝わっていない」ことがあ

ったと考える。市政をチェックし、民意を反映する機関としての議会

の存在そのものが、市民から問われていることを感じている。 

本委員会で議論してきたことは、「議会の機能と存在意義」の問い

直しであり、議会の原点を再確認することであった。この議論は地方

分権時代の執行機関（市長）と議決機関（議会）の関係を問い直す、

「二元代表制の再構築」につながる議論であり、袖ケ浦市議会が市民

に開かれた議会となるための一つの方向性を導き出すことができた

と認識している。 

市民の視点に立ち、市民の代表として市民の意思をどう汲み上げ、

市民と向き合っていくべきか、きめ細かな施策の決定を行っていくた

めどうしたらよいのか。議会として、今後も継続して議会改革に取り

組んでいかなくてはならない。 

 

 


